




平成 2'1年 9月

高年齢者の継続麗用に関する実態調査[事業所調査票]

ご協力のお願い

この淑:i!tl主、 一邸内の企業における定年圭J]述後の労働省・が、各事業所においてどのように服用され

ているのか、各事業所では何年齢者のTii!fflをどのように従えてb、るのかをi凋貧することにより、今後

の東京都の労働~M!í策に役立てようとするものです。

続i泉l立、統計的数fllXとしてまとめますので.政企業のお名前などが似ることは一切ありません。

お忙しし、ところ恐縮ですが、この湖慌の舷旨をご:l1RM.~~ 、ただき、ご協力ください主すようお願い1 11 し

上げます.

[，調査のおIllJ~ 、介わせ l

干102・0072 千代磁区飯問機 3-10-3

東京しごとセンター91精

.u:O在者s産業労働局 労働相]~提情報センタ- 1'[1談調査線 [ f担当]小m<おぐろに妓本

.tl ~ 03 (5211) 2347 

{ご記入にあたってのお願Lウ

1 ご記入11.従企業主たは術事業所としてのおな弱から、人事拘当の均f!こお緩いいたします.

2 ζの測をl土、i!t恨繋所(支社、支応)のふとにl期してお答えください(本祉の場合は、本社

のみについてお答えください).

3 IiilJ1J人数などのデータは、平成 例 年 10FI 1 ~I 事lá:のものでご記入ください.

4 ご記入内議はすべて統計・的に処理いたしますので、個々の剥1t裂の結呆が公長されたり、こ

れに基づき行政の指連事が行われることは一切ありません.

5 ご記入I主F詑の褒領でお闘いします.

イ あらかじめ選択肢として回符が用怠されている総合には、政当する需号をO印で凶んでくだ

さい なお、これらの質問には、 1つだけ.2つまで、全てに、といったことわり dきが付し

てあり:j;すので、ご凶答にご注意ください

ロ 舗の C二}には、数字を記入してください正織な仰がわからない場合には、おおよ

その数字で結憐ですので必ずご記入ください

ご記入後は‘同対の返信用1'1筒{切手不必)にて、 l10月 12日(金)|までにご投閥くださ

いますようお願い申し1:11*す。

1I司l 伐汁正業所についておたずねします。

事業所名

所在地

寛I Jl; 

記入者役織氏名

主要事業内容 1 也設業 2 製造業 3 情報通信楽

4 巡事前~ 5 卸売 ・小売袋 6 金融 ・保険業

7 不動産業 8 飲食応、宿泊業 9 医療、 f福祉

10教育、 学習ぷt農業 11サーピス業 12そQ)f，息[

金常用労働.t1・数
制労働者数 iつ-J二一[つ 人 ※注 1

【食事業所]
制労働者のうち、定年後の糊捌者数仁 E工 工)人

-ー・・ー・・ー・・ー・ーー・・・ー・・・ー・・ーー・ー・・ーー・ー・・ー・・ーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
常用7ぢ・働者の 正社員数 JI'正社員数

のうち
!二工コ 二仁]人 [:コ二L...l...J人

会~i\m労働者数 1 29人以下 2 30~99 人 3 100~299 人

[食事土全体] 4 300-'199人 5 500-999人 6 1000人以上

労働組合の有無 1 あり 2 なし

注1 常用労働者・・・以下のいずれかに該当する者をいうa

(1) 期間をAi!めずに、又111か月を鎧える期間を定めて服ねれている4・
(2) 臨時又は日属労働者で、測蕊目前の2か月の各月伝それぞれ J8日以上続われた者

なお、取締役、現事などの役員であって常時動袴して、 一般の労働在と同じ給与規制又は同じ.1&準で毎月の

給与の支払いを受けている占二事業主的家族であって.その事業所に常時勤務して給与の支払いを受けてい
る者、文ltハートタイム労働Eであってb上記(リ、 (2)のt寸'れかにI!A当すれば、常用労働省とする.I且し、
派潰労働者については、常用労働者に含まない

間 2 ~事業所において~経している d何年申告-1;-)話用m'1i保締/l!. (※注却についておたずれします

(銭円するもの全てに0)

11[定年の引上げ [2 r継続服用制度の議入 [3[併の定めの廃止※ r'1 r米実施 | 

1のみを選択した方司問 15へお進みください

2のみを選択した方吋問 3へお進みください

3を遺叙した方『問 17へお進みください

4を週E叙した方『問 20へお進みください

1及び2の 2つを選択した方『問 3へお進みください

※定年をはじめから定めていない場合は.内定年の定めの廃止Jとご回答編います.

注2 高年齢者履用確保槍.--・痢~跡菅原m安定法で11 ‘ 事業主11(1)定年の引き上げ‘ (2)廠期総統制度の導
入、 (3)定俸の定めの廃止、のいずれかの締伎を実施しなければなり長せん.このうち定年の引上げ、康郎総

鍵制度の年歯告は年金支給開始年紛の引上げ1こ合わせて 2013 年I~主でに段務的に実織するζととなっており 、
2012事度時点のJ昔低濃務年併は64様、2013年度以降Cl5織となっています.

.. 1・



ここからは、定年後の継続応用制度を定めている(間 2で選択肢 2.!こOをつけた)事業所

の方のみお答えください

継続JiiUH制度を定めていない事業所の方l士、間 2の回答に作い指定した闘いにおiJ!lみくだ

さい

問 3 ~割i紋服用制度の対象となる労働者に係る2&・mについておたずねします。

1lI13・1 絞縦原AIにあたり 、必21f!はありますか内基触がある織合、政当するもの全てにO印

をつけてくださ b、
|II帥あり 12 I虚構なし | 

' 

l…附I121出桝勤務鰍 131他球上支いい 4 現1聴を継続でき

あるよと こと る二と

5 釧が附る職務… 161鰍 や 経 験 に よ る蹴加も 7 一定の~~'j評価

窓できること っていること

8 その他 (具体的な内容を記述してくださし、}

1 r.~ 3'2広間仕1で r].辺機ありJと略された事業所の方のみお答えください |

間3・2 島市を定めるにあたり、労使協定を締結していますか。 (lつだけに0)

|I1労使協定を締結している 12 1労使協定を締結していない | 

問 4 *佐$t:é服用の裂が~WlIlfJ匂についておたずねしまず。

nJJ 4・1 総統服用のWJ問に定めがありますか。 (lつだけに0)

|I1期間の定めあ旬 12 1馴 1の定めなし | 

1を遺書更した方ー間4-2へお進み〈ださい

2を選択した方-1Il!5へお進みください

対象者により、 )QlIlHの定めがある縫合とない峨合があるときは、 r1.期間の定めありJとして問

答願います

。2・

|均4.2 継続IiilfflのJ1!新条件はあります泊'"， 9!新条件がある場合、該当するもの全てにO向1

をつけてください.

3 I I述IJU二支隊がない l・1

あること こと

5 I 会 ~jじが提示寸・る総務内君主に合 16 1熟練や経験による技能 ・技術をも 17

1~;できること 1 1っていること

8 I その他(~体的な内符をrè述してくださし、}

f~J 4・3 更新により何歳まで、あるいは何年rUJ働くことができますか.

仁口 議 口コ 明日1

現職を継続でき

ること

一定の業績符f肋

※年齢、年数ともに上限がある場合は、両方についてお・きください.

問4・4 過去 1{!'ffO:こ、更新上|吸年齢または更新上限}明日1I担l途前に退織した継続応用労働者・

1まいましたか。該当するもの全てにO印をつけてください。M<当1)'がいた場合、3査

当する理由の織に3主当主fの人数をご記入ください，

理由 男性 kt生 J十

1 労働者が更新条件を満たさなかった 人 人

2 会社の経営状況がllf;(ヒした 1 I 1人 人 I 1人

3 労働者からの申出によるもの 人 人 人

4 その他(具体的なJ!~闘を下の測に) I 1人 人 a 人

I~J 5 過去3年間に、定年にがn主した:)jlまいましたか@該当者・がいた場合、その後継続紙J刊さ

れたかどうか、談当する区分の欄に、核当者の人数をご記入ください

|II腕到制がいた 12 I定年到齢はいなかった | 

4 

うち、総;鋭m1JlJを希望しなかった人数

. 3' 



ここからは、過去・3年間に定年に剣途し、その後継続服用をした労働者地旬、る(1習

6で選択肢 LにOをつけた)事業所の方のみお答えください

上記に政当ずる労働者がいない事業所の万は、間15にお進みください

l制 LO 織統mUfl時に継続応用時;1の年次手)給体l殺を繰り占遣すことができ主すか.

(Jつだけに0)
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21一部、繰り鍾すニとができる

1m 6 J~総rmm した労働者の原用契約期間についておたずねします。 (労働者により鈎l聞が異

なる場合!立、 liZも多いケースについて回答願います) (1つだけに0)

|1 111" 12 151ド 13 1その他{ 問、( 月)

※その他の治会、その期間(年数または月数)を数字で記入瀬います.

※1年契約を更新する場合には、 3年!こOをおつけ〈ださい.

参考 ;;(fl開廠朋の織合t立、原則として級長 3;Pの鳳illWlfl1lとなりtすが、 i前60歳以上の労働者との聞に締結

される労働契約の峨合、般畏 5年の服用契約が締結できtす {労働燕準法第 [-1条)

l世111 継続応用中に年次有給休lij~ を付与する際 、 勤続J切 l首iはどのように扱われますか.

(1つだけに0)

nrl7 継続線用後の所属企業についておたずねします(労働者により所属が異なる筋合、政当

するもの会てにO印をつけてください.)

ll総統原則的の鋤統J草l闘を合める 12 1継続}認用紙}の勤続期間を含めない

その他 m体的tl内容を記述してくださも、)

11悶一企業 2 1子会干上 3 1臥H盛会社

Il~ 12 継続戚Jfl者が取得できる休暇についてお答え願います.(at・当するもの全てlこO印をお

つけください.)

その他{具体的な内容を記述してくださもつ

111僻 休 暇 12 1制 1休暇 13 1介，漫休暇 1'1 1その他 | 

問 8 継続応用i去の験随についておたずねします. (労働者・により内容が異なる場合{立、最も

多いケースについて回答版います) (lつだけに0)

事量考:期間l服用者 WWl契約者)であっても、(i)ro1l-.~駐車の扇周期間Inl 1年以ヒの湯合で.かつ②介綾休

業l珊始予定円から93日を組えても引吉続古雌閉されると見込主れる場合11.介2曜休暇の対象となり主寸河

定年時と|司 ー職事白金継続

上記のどちらとも古えない

21定年時とは異なる般純
問 13継がt綴用者・の賃金水単についておたずねします。

問 13・1所定時間内賃金 (t..t3)について、定年時を 10古11としたJ場合の比都会お答えくだ

さい。 (lつだけに0)
間 9 緑色彩t服用{査の勤務日寺町11等についておたずねします

間 9・1 継続Jii!mq，長の勤務日曜主と勤務時1111について、労働者'が選択できますか。 (その他を

選択した事業所の}i!:t.具体的な内容についてご記入願いま寸二)(1つだけに0)
1 1 5 i'Ji1未満 2 15~6 }j11未満 316-7割米満 4 1 7-81it1未納

5 1 8-9 l'!'~1未満 16 19-10割未満

l 制度Iま1つしかない

2 *教の制度から労働者a が選択できる

3 核数のir.iJm:があるが、会社が決める

その他(具体的な内容を記述してください)
4 

E主3 所定時間内賃金・・・月例給与 (A正本給HIi手当}のうち、所定外貸金を除くものを指f

問 13・22012 年のa:季一時金について、正社員及び*l'~税庁百m者の支給月君主について各々お

答えください.

附 9・2 継続庖JfH去の巡所定労働時rll]についておたずれします。 (労働者により内谷が%な

日間一時金山口月継続叩口月

る場合r;l:.最も多いケースについて問答敏います} 刈入例:四月、四月

※舗数については、30分未満Iま切り情て、30分以上は切り上げて回答緩います.

仁日時間
。4・ -
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問 14 継続応用の開始にあたり・J出施しているニと、今後の'A範'f'i.Eについておたずれします.

a:t問(ア) (イ) (ウ)について f'M砲しているJ 、 r~主砲したいJ 、 f;).f地予定なし』の

うちからそれぞれ絞吋するもの 1つだけに 〉をおつけください

t‘ 』じ也 'XIe 

Lている ，、‘ F定たL

{ア)定年後の自助き方を合めた生活全般に119-1-るセミナー 2 3 

{イ)定年後の雇用を円滑に進めるための研修制度 2 3 

(ウ}特別健康診断 1 2 3 

二こからは、問 2において.r 1.定年の引 J:lrJ-a:jji択した11$業所の'}jのみお答えくださ

111115 定年の引上げの11半期比びづII:lfllir後(/)AJ:{PI!帥についておたずれします.(1直近のヲ|上

げ時期についてご|司符願い Eす}

{引上げ時期1 I I I I |年(阿川でお符えください 例2012年)

I定何年齢1 (号1J:!f

1m 16 今後の定年引上げ f定についておた寸・れします.tjl上11-(')さのあるlt:.v.l所の方はその

時期についてもお答えください

111引上;1子iEあり b I'}I上:1'1'定々し

[引上げ予定時期1I I I I |年{丙併でお符えください 例 2012年)

閑 16の孜は‘間 20からお答えください.

• G・

二こからは、1s12において.r 3. n;fj!の定めの旋JI:Jを選択したポ定所の)jのみお符えく

だdい

JHI17 定年初を廃止した時期についておたずれします.(1つだけに0)

112006 {s 3月 3111以前

3 1はじめから定年はない

2 12006{1' 1月 111以後

1111 18 A主4ド，1，11の廃止に上り、どのような影響がありましたかd 良かった点、必かったfJ.につ

いて.それぞれ具体的な内容をご記述ください。

nかったl;l

:邸かった点

rnl 19 定年制の廃止に伴い、l!!緩や解脱などの契約終fIこ関する締しいルール合作成しまし

たか

円 1:1 I相ニ作成していない|

作成したルールの.u体的な内容を包述してください

. 7・



|ここからは、すベての事業所のがお答えくだ主い | 

問 20 百五年齢イ~.を履mする利点1まなんだと思いますか。 主なもの 3 つまでにO印をおつけ〈

ださい.

1 I if~い技能 ・ 技術を活問できる

2 1 1ま~な経験 ・ 人脈を活用できる

3 勧誘態度や{J:'I~ぶりがまじめである

4 比較的安い賃金で股則できる

5 会社への忠獄心がiiii<組織的な行動が11M守できる

6 技術 ・知機 ・ノウハウが継承できる

7 験場の若年者毒事にプラスの~絡を与えてくれる

8 その他{只.体的な内容を記述してください)

問 21 前年齢-d.を服用することによる課題はなんだと思いますか主なもの3つまでにOを

おつけください。

1 柔軟な思考 ・悠度が期符できない

2 継続服用後の処iI!lの決定が難しい

3 管理験~inのも世いが燥しい

4 I i弱年申告ittlを活用するノウハウの捺積がない

5 人件費負犯が取す

6 I ;f5年者の採用を抑制せ5るを得ない

7 能力や体力にが|人差が大きく、会社にとってl夜朋に伴うリスクが前iい

8 その他{具体的な内容を記述してくださも、)

11自22 65 歳より先の焔ffl li1li保姶i貨のx施 ・ 検討についておたずれしますo ~絡または検討し

ている事業所の方はその内君主・についてもお答えください.(1つだけに0)

1 Iすでに実施している

↓ 

211Ulfflましていないが検討PI実絡む検討もしていない

している

笑臨または検討している内谷について該当するものにすべてOをおつけください

1|継続刷1制度の上限年紛の引上げ 1 2 1 糊~a:廠脚!皮の上l僻紛の廃止

3|定年年併の引上げ 14 1定年廃止

51その他(具体的な内等を記述してください)

。8・

附 23 向年働者応用安定法の改正が平成例 年8月 29日に成立し、平成 25年4月 1日か

らB信行されます。 この改￡により 、 継続厄m制度の対象となる ~'r，停申告者を、事業主が

労使協定!こより限定できる仕組みは、 12年間の緩i邑姶目立を終て廃止されることとなり

ました.ニのニとに{下い.今後事業主1"1:.JJi¥則として 65緩までの希怨するすべての人

の車維新t服用を義務Hljられることとなりますが、心身の紋F躍のため業務の遂行に泌え

ない;/'J.~干に関する例外的取扱いを指針で定める ζ ととなっています。

このことを含め、高年齢者}jn用全般について、ご;芭;;>1.がありましたらご記入くださ

い(側が足りない腸合は、お下数ですが別の用紙にご記入し、ご縫illください)。

. 9' 



10月に予定している『従業員個人に対する鋼奈lへのご協力のお願い

この調査では、あわせて個均の従業員の方を対象としたアンケートを予定しています.従

業員の方々の高年齢者の継続雇用に関する窓織などについてお聞きするものです。

つきましては、貸事業所で現在庖用されている従業員の方 (6名程度)へのアンケー卜配

布について、ご協カいただけるかどうかお伺いしたいと存じます.

調査結来は、統計的数値としてまとめますので、貸企業のお名前などが出ることは一切あ

りません。ぜひご君主解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

I 1 協力してもよい I 2 協力できない

験後に日高年目持者の継続廠JfII二関する実態滋賀の結.!.IH割告必{概婆版)の送付(無料)について、

下記のいずれかにご問答ください。

肯i望する 2 希望望しない

お忙しい中、アンケートにご協力いただき£して誠にありがとうございま した.

ご記入内等をご線認のうえ、同封の返信用封筒(切手不要)にて 110月 12日(火)1までに

ご投附くださいますようお願い申し上げます。

草tJ江1111労働相談情報センターでは、労働問題に関する労使双方からのご佃淡をお受けしてお

ります二 各級労働問述資料の提供も行っておりまずので、どうぞご利用ください。

【労鎗絡E費情報センターホームページ1

http://w帆 ，v，hat制、!lku，metro，tokyo，jp/souc¥an'cI，田nt.eげ

. 10・
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陶岡山・--"回曲沼間

8・a長鴻衡を倉""拡為、イシ争を
使期してい.す



平成例年 10月

|高年齢者の継続j軍用に|則する実態調悲[従業員調査票]I 
ご協力のお刷い

この調査は、都内の企~における定年到達後の労働'ld): ， 各事張所においてどのように磁mされ

てLものか、また、継続磁ffl?í'を含むすべての労働MN~!宇宙令(，.の庖矧をどのように従えているの

かを調査することにより、今後の東京偲の労働総策に1~ \l:て kうをするむので十

結果l士、統計約数値として主とめ主すので、{~穏や卸人のお名前ÎIなどが出ることは一切あり
ません

なお、 4'~理先における継鋭MJll.r..と 1'1.定年iζ前'Ii呈するまで正!1Llとして勤続し、定年以降
も定年到達時の企業またはその合~~と紘H~t~1関係にある企業でM則され続けている労働者と

定義します.

お忙しいと二ろ怨給ですが、ニのi凋貨のA盛行会ごJ'@角Fいただき.ご協力くださいます主う慣

れてお願い申しょげます.

l綱査のお問い合わせl
JU京都i考~つ5・1動Inl労働側i綴fl'ltl!センター 判 1 ;tI!.Ull fr，æJ! (l1! "i)小川(おぐろ}、妓本

泣話 03 (5211) 2347 

{ご記入にあたってのおM'i~、}

1 ご問符11、 従業H倒人としてのお立渇からお胤いいた l :~'九

2 ご記入1'1、学成例 年 JJ)1 1日現住のものでお願いいたl.iナ.

3 ご記入内等はすべて統計的に処珂いたしtすので.鍋々の調託業の結果が公2をされることは

一切あり主せん.j;た、ご闘容の内7iがあなたの 1・ ~"ゃ1<<11((などに知られる怒れはまったくあ

りません，

4 ご記入I土~の要領でt直後ニの凋jf~にお願いし主す.

イ あらかしめ選択肢として阿符がffl，{!されている地合には、必当十る:fJj-をO印で開んでくだ

さいなお、これらの質問:こI士、 1つだけ、2つまで.全てに、といった二とわり書きが付し

てある質問もあり主すので、ご剛容にごltffください

ロ ~欄のる には.~乍を記入してください. 1E"/.:敏寸:がわからない犠合には、おおよ

その数字で結締ですので必ずご犯人ください

ハ 「その他JにO印をおつけになったJ晶合It. [ J内にできるだけ具体的にご記入く だ

さt、

ご記入後は、 J瓦j，(IfIIでJl]，(ましたi反!，lITlJtf.ll(I;J'J f'ィ~'!li 'Ir.:ts 1:の)jにニのよ刻千tf足とー絡にお

渡ししてあります.)にて、 |11月 16日(金)l主で1・1m富ご投財くださいますようお願い申

し上げます

11111 あなたご自身のことについておたずねします.

())何刃l 1 男性 2 女性

(2) !I~'~ 器量 (平成24年 11月 l日現(f.の年働を依"ドで犯人願い E・1)

(3) ~だ 1:の分減 1 15緩未満 2 45歳以 t定年米諸島 3 定年i去の縦続減m l

(.1) ~I十Eド心~. l あなた自身 2 配偶者・ 3 (ども 4 槻

5 兄弟続線 6 あなた白身と安伎の双)j

(5)似炉l.n・I/>{j無 l 配偶占ーあり 2 配偶者なし

(6) 鋤 f~先の t~f.f 1 U!.G ~ 2 製造業 3 m鰍.idil.t繋

' I~ 案内向 4 速紛~ 5 卸;(. ・ 4、必~ 6 ~骨量 ・ 保険栄

7 不動産業 8 飲食J此 lfii(l1! 9 IX縦 .h，¥祉

10教育、学習支援業 11サー ピス:t は その他[

(7) :i/.i'!'助制H干 1 釘り{加入) 2 "干り (.JMo人} 3 ~\\し

1111 2 刈年齢".のIIIHlI総統についておたずれし主す. (以下の説明をお必みの 1:、お符えくだ

さし、)

定年と高年働者.IIJll確保措置について・・・高年齢者耳目m安定法で11:.定年を定めるI量合.00峨企 FI;，Jる二とが

でFないと定められています また、高年館高・周期他傑僧慣として、 2006'1'-' 月から、 ClllどqW)11~ 1:lr. 
(2)1tl1U割1:償制度仰時入.(3)定年ω定時的廃止.のいずれかの術援ω実趨が曹長・七1・imH・1られてい主十.

・のう t，定年山引J::f.暗IJIl縦純制度昨年齢t土年金支給開始年跡的')lh11:合わせて 2013年I(tで;二段階的

1ニ，基地するよととなっており、初12年F官時点(/)t昔11獲務年齢116-1..... 2013 'Hf以降釘内坐なqていI:"j・.

111) 2・1 ヒ犯の『高年総~"1ilJfl確保治鐙J について知っていましたか. (1つだけに0)

!内定もよく知って I:だいたい知ってい I:あまり知らなかっ I :知ら々かった
1 : 1 2 : 13 I I 
: ¥、た I :;た l た .

. 1・



P.112・2 労使協定で定める活併により縦純1誕JIJ干?な限定できる{出1みの廃止について、どの

ように思いますか {以下の説明iをお絞みの l二.お終えくださl、)

(1つだけにO)

継銀風用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止・・・高年齢者腫111安定i去の改正が平城M可'8月初日.ニ成立
し.事成2品年4月1日から箪行され主守 二の&町こ tり.蜘従属JII瞬11の汁象となる高年僻11'を、事寝室
が労使也ltで定める革準にkり限定できるIUlIh.ll.12時ら閉山経過柵健全経て廃止されるニととなり Eした.
この二止に伴い、今後司J:li主は， ø罰則~L て Gr， 民主での市句する't"くての人のIIUVIIIIIを穣誇Itけられるこ
ととなりました.

|1 !賛成 12 !反対 1 3 ~ t'ららとも宮えない | 

間 2・3 心身の故防のため業務の遂行!ζ燃えt~も、/'í'7l-に|刻して.継続応mのお務付Itの例外

とする取敏いを指針で定める二ととなっていますが、このことについてどのように

思いますかいつだけに0)

|1 ~質成 1 2 i以対 13 !どちらともJえfCい

同l2"1 附 2'3の選択肢を澄んだ円!I[Iについてご犯人ください

問 3 高年働者ーの1iI ffl健保司置の鉱充代、代わり l二~i!ド:(í'のt:lffJを絞るなど、.tN年者の廠用に.7!\

最5ヨFを与えるニとになるとの怠見もあり :1:十が.こうした吟え方についてどう思います

かー(1つだけに0)

1 :そう思う 2 :壬うItl也'.lJなL、 3:どちらとも言えない

JUI4 いつまで働きたいと思います・か'..(羽山お勤めの会札にIlHり主ぜん) (1つだけに0)

:定年前に&tめたい : jEll' J:で働きたい
2: 

.2・

3j41・金受給I時It{l:主で 14i身体の附限り1動き
I 4 : 

: (<助主たい I たい

11115 今、働いていて、あなたが感じていることについておたずれし1ます.それぞれのfJ'{lllこ

ついて、あてはまるもの 1つにOをつけてください

JJl 目

賃金が上がらないかもしれない

2 賃金が引き'nrられるかもしれない

3 4手米必袋となるお金の構備が出来るか不安

i'I分!こII材、ない仕事(験湯)に配属されるかもしれない

5 会快からイ~}刊と判断{され、失業するかもしれない

6 会IL泊IfjlJi'llし、失業するかもしれない

7 忙しくて、化慎に必要なスキルアップが出来ない

8 統しい知書量 .l;五1患の干号待に幾しdを感じている

9 仕事が1Ji(凶で心の病になるかもしれない

10 仕事が腺閃で身体を担慢すかもしれない

11 車産地の人間関係が:尽く.心が安らかでない

12 臓血闘でL、じめ ・いやがらせに遭うかもしれない

13 体力的に絞けられるか不安

45.釆満の方lま 問6へお進みください

45.以上定年未満の方Iま 問6へお進みください

定年後の継続雇用の方lま 問8へお進み〈ださい

. 3・

そう
ど そヲいちu 

そ L、ち
-32. ι り

告えら
思ヲ ?tfか i~ 11: 1‘ 

と ぃ k

2 3 

主 3 

主 3 

2 3 

2 3 

主 a 

2 3 

z 3 

2 3 

主 3 

主 3 

2 3 

主 3 

そ思わっ

な
L、

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 



|問6 f45殺未満J・同級以上定年未満Jの方のみお答えください | |悶 7 f45歳以上定年州Jの方のみお答えください | 

問6 定年後の継彰e/mffl-li'(以下、「継絞fii!ffl者というJ)とー絡に仕事をする」ニで、あなたが

円ごろ継続Iillm者・についてどう感じているかおたずねします。それぞれの明日について、

あてはまるもの 1 つにOをつけてください。 (J隙場に継あり夜Hl~'がいない場合l立、 r:n 15 

へお進みくだdい。)

問7 定年後の縦~v!Î!mやil百年僻従業員向けのJ!j(り総みについて 、 あなたが今お勤めの企業に

対しどのような梨壊をお持ちですか。それぞれの項目について、あてはまるもの 1つに

O印をおつけください.

ど Iまど そ
そ

t;fち
Jそ巴う! かちら 忠わつ

攻 1'1 
e田ヲつ巳J

そから

忠コ と わと
なうし、 ない

え い え
L、

1 高い技能 ・技術を持っている 1 2 3 4 

21 t:I'1i¥"な綴験 ・人脈を持っている 2 a 4 

3 技術 ・知漁 ・ノウハウを次世代に継放している 1 2 3 4 

4 年官官を感じさせず、精力的に働いている 2 3 4 

5 総場の雨量干IIに役立つている l 2 3 4 

6 柔軟な思考 ・態度が期待できない 2 3 4 

7 迅迷な判断がJ!J11寺できない 1 2 3 4 

8 体力衝での衰えを感じる 1 2 8 4 

9 新しい知機 ・技能の取得をしない 1 2 3 4 

と ~ て}あ ノ品、

でて ん いま いな qくE 項 R いる 望も で な り
b、 ぃE遵 b、/ν

/ν る ん で

1 希筆者全以を例外なく継続磁1目すること 1 2 3 4 

2 例外的に継綜:!1m刺しない場合会定め、~~者から継
1 2 3 4 

統廃知者を決定すること

3 子会沈 ・グループ企業ではなく、現在勤めている企
2 3 4 

mにおいて謂~~，販問すること

4 これまでに培った技能 .t主術 ・ノウハウが活かせる
1 2 8 4 

ように、継絞戚朋者の西e!，涯に町長するニと

5 縦続廠用者の貸金水携を向上すること l 2 3 4 

61 ~~当する仕事の内容や、仕事での実紛に比合う j移で、
2 3 4 

紛!絞1ulHl者の処遇にJ症をつけること

? 君主税原則者に短時間勤務やフレyタスタイム、従宅
2 3 4 

勤務など、多織な幼務形態を泌めること

81 ;島験当~{I締プログラム ・ 生渡設計セミナーなどを充実
1 2 3 4 

ずるニと

9 転臓や独立開業の支t震を充実すること 2 3 4 

45歳以上定年未満の方l主、問 16へお進みください

45.朱瀦の方Iま、間 16へお進みください

45黛以上定年朱満の方Iま、問7へお進みください

。4・ -
内

υ
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附 12 継続応用後に取得できる休暇についてお答え願います。{該当するものすべてにO印を

おつけください。)
|問 8から間 ぬ までは、f定年後の継続刷IJの方のみお答えください | 

1悶8 定年後に総和む諸問で{鋤こうと.思ったJ1Il自についておたずねします.j;_なもの3つまでに

0印をおつけください

FI手伝峨 12 i白而時 |可五議ふ忌 141五五也 | 

j生計の維持のため : t土 ，~をi函じて臼分を成長 :社会とのつながりがほしい
1 2 3: 

:させたい

:自分の白山になるお金が :能力や技術''illちを活かし :将来にl.IIlえおえたい
4 : o 6: 

: 1'1 L. ~、 :たい

: tffったノウハウを次代に :~I;ltの維持のため j時11IJに余裕がある
7 8 9: 
i継減したい

:会社から艇まれたから :その他{具体的な瑚IIIを記述してください)

10: 1]: 

容堵 :{f児 ・ 介海!USi去の改止以上り、~成 22 均三 6 月 30 l:Iから、要介縄状胞の対象・~!btû・ 1 人であれば苛‘
日目.2人以上ーであればfト1011.介海休暇を取得でさることにたりtした たお 1首時 100人以下町労働者
をrjJlIl寸る官主主については、適1FJが2年IUI!lH'されてい Eしたが.平成例年7月l日から全面i総げされて
も、まー「

111113 現在の働き方への消i足度についておたずねします〉

問 13'1 現在の{励き}jに1，出足していますか。(1つだけに0)

問 9 継続沼周:IiiUi'により何歳まで、あるいは何年Illl/!動く ことができることになっていますか。

仁口 歳 仁口 年間
※年齢.年数ともによ隈がある場合Iふ碕方についてお.きください.

間 13-2 働くよで満足な点、あるいは不満な点、についておたずねします.それぞれの項目

について、該当する筒所にO印をおつけください。

'レ
d
Hw 

an付、jv なれ身

己

い

帥

帆

な

継

れ内。
るれさ統継，、、

ら

-?

そ

忠

お

と
0
4
 

回一
v

'とるれさ統帥
粧ず必

-フ

旬

i

i継続されないと思う
4: 

大変
どちら地、 どちらか

大変
司見 日

満足
備是 といえば といえば イ~r~幅

不満
満足 不満

1 賃金 1 2 3 4 5 6 

2 労働時間 2 3 4 5 6 

3 休日 ・休暇 1 2 3 4 5 6 

4 1 tヒ事の'1'l 1 2 3 4 5 6 

5 仕事のfo1: 1 2 3 4 5 6 

6 協和l厚生 1 2 3 4 り 6 

7 I 'i'tII: .際l股 1 2 3 。 6 

8 人間関係 1 2 3 5 6 

1Il110 希恕した場合、あなたは 65緩まで総統服用されると思いますか。 (1つだけに0)

間 11 継続服用後の臓穏についておたずねしまナ ( 1つだけに0)

2:A均五時とは異なる総種

1 :その他3 :ヒ犯のどちらとも言えない

。6・ . 7・



阪J14 定年時1.: 自分より役級が I~('立であった者の、部下または同僚として自動くことにストレ

スを感じますか。(1つだけに0)

I1:強く感じる 12 !紗感じる 13iあまり感じない1<全〈感じない 15i刺しない

よ
(具体的な内容について記述してください}

間 15 ~継続服用後について、どのようにしたいと考えていますか。 主なもの3つまでにO印

をおつけください.

1 :できるだけ仕事を続けたい

2 : i霊'*で自分の好きなことをしていく

3 : Jt!!峻社会とのかかわりを持ちたい

4 :家族との|刻係を中心にしたい

5 :ボランティア活動に励みたい

6 : 4'lilこはっきりと考えていない

7 :その他 (具体的な内容を記入してくだ怠い)

。8・

|倒16は、会員におたずねします | 

問 16 高年齢者の継続:TmJtlについて、あなたの感じていること金自由にご記入くどさい.

.9. 



お忙しい中、アンケー トにご協力いただきまして誠にありがとうごぎいました.

ご記入内容をご線認のうえ、同封の返信用封筒(切手不iI'f)にて |11月 16日 (金)|までに

ご投函くださいますようお願いIflし七げます.

なお、ノド調査の結X，I士、 9刀に行われた事業所調査の結果とあわせて、平成 25司王3月に綱

主E結泉純告必を作成します.勺政調ま主結決報告主.H1、者I1内各労働側絞情報センターにて閲覧可

能なi壬か、東成都労働相談情報センターホームベージでも阪泌をご覧いただけます(下記 URし

参照)。

また、労働側談ltI綴センターでは、賃金不払いや解履をはじめ、労働問題全般に関する相談

に応じています あわせてご利用ください

. 10・
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